
加入金 

 久留米市水道条例第２９条 

（消費税等込み） 

 

水道メータの口径 

 

 

加入金額 

φ１３ｍｍ ４４，０００円 

φ２０ｍｍ ６６，０００円 

φ２５ｍｍ ７４，５８０円 

φ４０ｍｍ ２６４，０００円 

φ５０ｍｍ ６１９，０８０円 

φ７５ｍｍ １，２４０，８００円 

φ１００ｍｍ ４，５４７，４００円 

φ１５０ｍｍ １３，２００，０００円 

φ２００ｍｍ以上 管理者が別途定める 

※ 改築等で水道メータを大きくする場合は新旧メータ口径に対応する加入金の差額の納付が 

必要となります。 

 

 

 

 

手数料 

  久留米市水道条例第３０条 

                                               

給水装置工事手数料 

 

給水管の口径 

１３～２５ミリメートル   ３，０００円 

４０～５０ミリメートル １０，０００円 

７５ミリメートル以上 ２０，０００円 

※ 撤去工事の場合は、本表にかかわらず 1,000円とする 

 

 

 

 

 

加入金・手数料に関する問合せ先 

久留米市企業局上下水道部 給排水設備課 

ＴＥＬ ０９４２－３０－８５２２（直通） 

 

 


